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第２号様式 

会 議 議 事 録 

 

１ 会議名 第１回長岡市福祉有償運送運営協議会 

２ 開催日時 平成２５年５月２４日（金曜日） 
午前１０時から午前１２時まで 

３ 開催場所 
フェニックス大手イースト まちなかキャンパス長岡 
３階 ３０１会議室 

４ 出席者名 （委員） 松本委員長 土屋副委員長 米山委員 

       伊丹委員    杉野委員    小川委員 

             坂井委員    馬場委員        平石委員 

 菊池委員 中澤委員    森山委員 

  水澤委員 

（委員代理）新潟運輸支局（小松委員代理） 

      長岡市ハイヤー協会（土屋委員代理） 

（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ） ＮＰＯ法人 夢ながおか 

 ＮＰＯ法人 ドリーム 

 ＮＰＯ法人 長岡医療と福祉の里ボランティア連合会 

       ＮＰＯ法人 和島ライフ･ケア協会 

（事務局） 成田福祉総務課長ほか関係職員 

 栗林福祉課長ほか関係職員 

 河田長寿はつらつ課長ほか関係職員 

 猿子交通政策課長ほか関係職員 

５ 次第 １ 開会 
２ 委員長あいさつ 
３ 委員紹介 
４ 議題 

(1) 長岡市福祉有償運送運営協議会設置要綱の変更 
(2) 平成 24 年度運行状況報告 
(3) 登録事項の変更 
(4) 新規登録の申請 
(5) その他 

５ 閉会 
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６ 審議の内容 

発言者 議 事 内 容 

事務局：福祉総務課 
    課長補佐 
 
 
委員長 
 
 
 
 
 
事務局：福祉総務課 
    課長補佐 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ただいまから、平成２５年度第１回長岡市福祉有償運送運営

協議会を開会いたします。開会にあたりまして、委員長よりあ

いさつをいただきます。 
 
昨年５月の協議会から１年振りの協議会になります。長岡の協

議会では、いつも様々な意見が出て、活発に議論していただき、

実りある協議会になっているかと思いますので、本日もよろしく

お願いします。今回は、新しい NPO 法人からの申請が１件あり

ますので、特にそのご審議をお願いします。 
 
ありがとうございました。 
申し遅れましたが、私は本日司会をさせていただきます福祉総

務課の杉本と申します。 
どうぞよろしくお願いいたします。 
それでは、本日配布させていただきました資料の確認をお願い

します。 
 
（資料の確認） 

 
なお、本日は議事録作成のため録音を行っておりますので、ご

了承ください。また、ご発言の際は、マイクを通してお話しくだ

さるようお願いします。 
 
それでは、３「委員紹介」に移ります。今年度は、異動等に伴

い、３名の新任委員が就任いたしましたので、報告します。 
まず、新潟運輸支局の齋藤芳久委員が退任され、同運輸支局の

高橋義孝委員が就任されましたが、本日はご都合が悪く欠席でご

ざいます。代理として同運輸支局の小松美保子様から出席してい

ただきました。 
また、長岡大学の菊池いずみ委員が退任され、同大学の米山宗

久委員が就任されました。 
また、市役所の人事異動に伴いまして、都市整備部長の本多昌

治委員の後任として、森山建之委員が就任しました。 



 - 3 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員長 
 

新しい委員の皆様には、お一人ずつ自己紹介をお願いいたしま

す。 
 
（自己紹介 記載省略） 

 
 ありがとうございました。 
 なお、米山委員におかれましては、用務が入っているため、こ

こでご退席ということで伺っております。本日は初回ということ

で、ご挨拶のお時間だけ作っていただきました。ありがとうござ

いました。 
 
次に、4 月 1 日付の人事異動により、事務局に変更がありまし

たので、ご報告申し上げます。 
福祉総務課長には、瀬下薫に代わり、新たに成田高史が着任い

たしました。 
福祉課長には、成田高史に代わり、新たに栗林順子が着任いた

しました。 
それでは、あらためて、事務局関係課長より一言ずつ自己紹介

をさせていただきたいと思います。 
 

（事務局関係課長自己紹介） 
 
ありがとうございました。 
なお、課長以下の事務局体制につきましては、別紙「事務局名

簿」のとおりとなっております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
また、本日はオブザーバーとして、ＮＰＯ法人夢ながおか、Ｎ

ＰＯ法人ドリーム、ＮＰＯ法人長岡医療と福祉の里ボランティア

連合会、ＮＰＯ法人和島ライフ･ケア協会の皆様に出席いただい

ております。 
それでは、会議に入らせていただきたいと思います。ここから

の進行は、委員長からお願いしたいと思います。それでは、委員

長、よろしくお願いいたします。 
 
それでは議題に入りたいと思います。 
最初の議題として(1)長岡市福祉有償運送運営協議会設置要綱
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事務局：福祉総務課 
    課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員長 
 
 
委員一同 
 
委員長 
 
 
 
 
 
 
 

の変更について、事務局より説明をお願いいたします。 
 
 それでは、ご説明をさせていただきます。別紙資料 No.1「長岡

市福祉有償運送運営協議会開催要領」をご覧いただきたいと思い

ます。 

昨年度から今年度にかけて、長岡市で委員会その他の設置根拠

を全庁的に見直すという作業をさせていただきまして、条例によ

る附属機関として位置づけるべきものと、そうではないものを、

庁内で示させていただくなかで、この運営協議会については、要

領設置の委員会として、整理させていただいたということでござ

います。 

 そのなかで、何が変わってくるのかといいますと、これまで委

員の皆様には、委嘱という形でのお願いをさせていただいたとこ

ろでございますけれども、今後は私どもとして、この会議につい

ての委員にご就任を依頼させていただくという形でのお願いの

仕方をとるということで、進めさせていただきたいということで

ございます。そのために、前は運営協議会設置要綱という形でし

たけれども、この４月１日に新たに開催要領を設けさせていただ

いたというところでございますので、この度の会議には皆様から

は要領に基づく委員としてご出席をいただいて、ご審議をいただ

くということであると、ご了解いただければということでござい

ます。 

  

 はい、ただいまの説明について、何かご質問はありますでしょ

うか。 

 

 （質問なし） 

 

 それでは、次の議題に進みます。 

(2)平成２４年度運行状況報告と(3)登録事項の変更について、

進めていきたいと思います。 

オブザーバーの方が３法人から来ていただいておりますので、

それぞれ報告していただきたいと思います。それぞれご説明いた

だきまして、その後まとめて質疑応答をしたいと思います。 

それでは最初にＮＰＯ法人の夢ながおかさんの方からお願い

いたします。 
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オブザーバー： 
夢ながおか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

それでは長岡市福祉有償運送運行状況報告をさせていただき

ます。 
報告期間としては、平成２４年４月１日から平成２５年３月３

１日までとします。事業の成果としては、平成２４年４月１日か

らスタートし、年度期間中５名の追加を受け入れ、３名の方が亡

くなられているという状態です。主に透析患者の方が多いです。

平成２５年３月３１日現在、登録会員は３３名おり、ＱＯＬ向上

の手助けになっているように私どもは思っています。 
現在の問題点としては、透析患者の方が数多く登録されてお

り、曜日が重なる日が見受けられます。代表を含め毎日多くの

方々が通院送迎を行っているような状態です。私を含め、現在毎

日５人の専属スタッフがいるのですが、その他の通院が入ると透

析の後にまわしてもらっています。どうしても駄目な場合には、

追加のスタッフでなんとか対応している状態です。 
今後の課題としては、資格取得のハードルを考えてほしい。去

年の５月の総会でも言わせていただきましたけれども、研修を長

岡でもしてくれればいいのかなというような話をしました。先

日、事務局の方からお願いの話がありました。上越の NPO 法人

もやっているし、社協の新潟もやっているんですけども、長岡の

ＮＰＯでやっていただけないか、むしろ運営協議会ではなく、Ｎ

ＰＯでやっていただけないかという申し込みがありましたが、私

どもも毎日仕事がありますので、なかなかできる状態ではありま

せん。 
あとは、多くのＮＰＯ法人が取り組みやすい方法にしてほしい

ということです。今回和島さんが参加してくださいましたけど

も、書類が毎日毎日だとタクシー屋さんと同じで、何時何分から

何分まで送迎したという書類作成は、やらなければならない。や

むをえないでしょうけど、やはり NPO 法人が安いお金でやって

いくには一年間を通して書類的には相当多いと思います。うちの

ＮＰＯとしては毎月まとめてきちっとやっているような状態で、

現在に至っております。 
 
それでは、年間運行状況の報告をさせていただきます。 

 

（ 資料のとおり説明 記載省略 ） 
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委員長 
 
 
 
オブザーバー： 
ドリーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員長 
 

 

収支計算書の数字については、概ねタクシー料金の半額という

ことですし、私が運転手をしても人件費としては扱っていないの

で赤字が少ないなというふうに思わないでいただければありが

たいと思います。収入が 3,393,200 円あるということは、ほぼ赤

字が 3,393,200 円は発生して当然なんだというふうに思ってい

ただければと思います。 

 最後に、利用の会員名簿を報告します。 

 

 （ 資料説明 記載省略 ） 

 
ありがとうございました。 
それでは、次に移っていただきまして、ＮＰＯ法人ドリームさ

んの方から報告をお願いいたします。 
 
それでは、運行状況の報告をさせていただきます。 
報告期間は平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日。 
事業の成果といたしまして、昨年同様、稼働日において常に利

用がありました。透析通院の方が中心となっております。また、

要介護、要支援者、障害者等の新規登録も行いました。 
現在の問題点といたしまして、対応状況は限界であり、旧越路

地域を中心とする地域密着型であり、広域的な対応は難しいと思

っております。 
今後の課題といたしましては、継続性が大切と思っておりま

す。それから、運転資格者の確保、車両の老朽化にともなう整備

等が今後の課題と思っております。 
あと、事故記録、苦情処理につきましては、ございませんでし

たので、記述されておりません。 
それでは、年間の運行概要、月別の車両の利用、収支計算書、

車両の総括表、利用会員名簿について、ご報告させていただきま

す。 
 
（ 資料のとおり説明 記載省略 ） 

 

 どうもありがとうございました。 
 質疑は、後ほど行うことにいたしますので、次に移らせていた
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オブザーバー： 
ボランティア連合会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員長 
 
 
 
事務局：福祉総務課 

課長 
 
 
 
 
 
 

だきます。 
では３番目ですが、ＮＰＯ法人長岡医療と福祉の里ボランティ

ア連合会さんお願いいたします。 
  
運行状況の報告をさせていただきます。 
報告期間ですが、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１

日です。 
事業の成果として、送迎の際には、可能な限り決まった運転手

を配置することで、利用者さんが安心・信頼し、積極的に会話を

されるなど表情も豊かになっているように思われます。 
現在の問題点ですが、特にありません。今後の課題は、運転手

の補充の検討。 
その他意見要望ですが、先ほど夢ながおかさんもおっしゃって

いたと思うんですが、長岡市内での運転手講習会開催を要望しま

す。運転手の協力をしたいという方もいらっしゃるんですが、講

習会開催地が遠方で行っているため、そこまで行って講習、受講

するのは、なかなか難しいという点がありまして、運転手を確保

するためにも長岡市内での講習会開催を要望いたします。 
事故、苦情などはございませんでした。 
また月別運行状況、年間運行状況、収支計算書、利用会員名簿

の報告をいたします。 
 
（ 資料のとおり説明 記載省略 ） 

 
はい、ありがとうございました。 
それでは、３法人の方に報告いただいたわけですが、ご質問は

ありますでしょうか。 
 
今ほどのご報告の中で夢ながおかさん、それからボランティア

連合会さんから、運転手講習会のお話ということでご要望を賜っ

たところでございます。これにつきましては、先回の運営協議会

の時も話が出ております。 
夢ながおかさんの方としては、例えば、運営協議会で講習会を

してほしいということでありますけれども、運営協議会というも

のは、国土交通省さんのガイドラインなどでいいますと、事業者

さんと地域の課題等を整理させていただく、それぞれ立場の異な
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委員長 
 
副委員長 
 
 
 
オブザーバー： 
夢ながおか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
副委員長 
 

る方々が一同に会して、共通の理解をさせていただく場だという

ふうに私どもは理解をさせていただいておりますので、この協議

会で講習会を実施するということはちょっと馴染まないのかな

という感じがいたしております。 
昨年にご質問をいただいたなかで、私どもも県内の状況等につ

いて少し調べさせていただきました。講習をするためには国土交

通省の認定を受けなければならないんですけれども、事業者さん

が認定を受けていらっしゃる例が多いところであります。そうい

うなかで、先ほどなかなか難しいという声も上がったわけなんで

ございますけれども、新潟では毎年実施されている講習会もある

わけです。私どもとしまして、そういうご要望があった場合に、

例えば、新潟まで行くことへの支援というのは、すぐに検討でき

ることかなという感じはしております。実際に長岡市で講習会を

やった場合のニーズ等が分からないところもあるものですから、

その講習会の実施については、もう少し判断を先に送らせていた

だきたいというふうに考えているところでございます。 
 
他の委員の皆さんのご意見はございますでしょうか。 

 
タクシーの半額の料金で、皆さん続けてられているわけです

が、大変な決算ですね。燃料費もどんどん上がっているわけです

が、今後の見通しはどうですか。 
 
見通しについてのお話ですが、私が気概をもってやっているう

ちは、やっていけるんですけども、採算上はまったく合いません。

それでいて、利用者はどんどん増えています。だから、むしろこ

の運営協議会の中でタクシーの業界さんの方がいっぱいおられ

るので、色々な方法を考えられて、私どものやっている方法をカ

バーできるような状態にしていければと思っております。今、こ

の協議会に参加している交通関係の委員１名、福祉関係の委員１

名と私どもでデマンドをやっておりますし、デマンドをやってお

られるタクシー屋さんもあろうかと思いますが、そのほかにもな

にか方法があるんじゃないかというような気がします。 
 
本当に異常ですよね。ボランティア連合会さんは、3,000,000

円以上の赤字ですが、やっぱりこのまま続けていくのですか。 
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オブザーバー： 
ボランティア連合会 
 
オブザーバー： 
夢ながおか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
副委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
私どもは、他の事業も行っておりますので、そこで補填をさせ

ていただいております。 
 
去年１０月に上越で、さわやか財団の研修がありました。その

中で厚生労働省の方がおいでになられて「来年の４月から消費税

が３％上がるんですよ。その３％の中で医療、福祉に関係するこ

との予算が増えますよ。その中で成年後見とか福祉有償運送とい

う予算をつけることができますよ。」という話がありました。先

ほど、収支についての質問がでましたが、そういったことで予算

が増えると思います。今は大体１人 5,000 円の介護保険料をいた

だいておりますが、その中での話で３％増という金額をどこに使

うかということは長岡市のこれからの課題なんですけれども、成

年後見ばかりではなく、運送の分野も勉強されて、もっと違う福

祉の話をやっていただければ、私どもも助かります。 
 
過疎、高齢化はどんどん進んでおり、どんどんニーズが増える

わけです。福祉関係の委員に協力してもらい、交通関係の委員に

代表になっていただいた透析患者のデマンドは、全国のスポーツ

新聞に取り上げられまして、非常に注目されています。こういう

先進的な取組等により、ニーズに応えていく。そして、これから

も先進的なものを模索していくということは非常に大事です。す

ぐに何かをやっていかないといけない状態だと思います。我々も

深く責任感を感じておりますので、またこれからもこういう機会

を設けていただいて、我々も支援したいと思っていますので、ま

たご協力をお願いしたいと思います。 
 
私も福祉デマンドネットワーク研究会に入って、現場の皆さん

が利用者の一人一人にヒアリングをされて、本当に大変だなとい

うのを身にしみて感じています。ただ、私は現場で汗かいている

わけではございませんので、私は全体のオペレーションとヒアリ

ング等とで、福祉デマンドネットワーク研究会の事務局をしてい

ます。 
今のテーマは、非常に大きなテーマです。この協議会そのもの

の信念、ミッションというのは、いわゆる承認機関です。堂々と

福祉有償運送をしてもらう、それ以上でもそれ以下でもないレベ
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事務局：福祉総務課 
    課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ルの委員会です。今の投げかけについては、この協議会を基にし

て、福祉行政をどういうふうにするか、移動支援をどうしていく

かというところまで、作りこみをしないと、福祉有償運送だけで

は限界があります。ただ毎回、赤字の決算を見て、大変だなで終

わってしまう協議会になってしまっているのが私の実感です。そ

れならば、今の問いかけに対して、我々がどういうことができて、

どこができないかっていうのを整理しながら、また別の機関を設

けていくことも必要ですね。大事なところは、障害認定と介護認

定の狭間にいる人達、非常にグレーな部分の人達を救済できてな

いことです。 
それともう一点が、広域福祉です。見附とか出雲崎だと行政が

違いますので、例えば見附の方で立川病院に行っている人たちを

福祉デマンドでは救うことができません。 
したがって、私が整理したいのは二点です。今後この協議会が

ミッションをどういうふうにもっていくか。そして、もう一つは、

行政の違う方をどういうふうに長岡で連携してやってくか。この

二つはちょっと大きな問題なので、時間をかけて、作りこみをし

ていただきたいというのが、私の実感です。 
あと、一つ質問したいんですけど、先ほど説明のありました運

転者講習会は、どういう内容でどういうレベルなのかを教えてい

ただけますか。 
 
国土交通省の自動車交通局が講習の認定要領を出しておりま

して、その中で次のような講習を行う体制ができていると認定機

関として認定しますということです。講習の内容については、関

係法令に関する講義を５０分以上、安全・安心な運行と緊急時の

対応に関する講義を同じく５０分以上、運転方法に関する講義を

５０分以上、障害の知識及び利用者理解に関する講義を５０分以

上、基礎的な接遇技術及び介助技術に関する講義を１２０分以

上、あと福祉自動車の特性に関する講義を６０分以上、福祉自動

車の運転方法に関する講習を一人当たり２０分以上ということ

です。 
例えば、新潟の講習会は、ふれあいプラザで２日間やられてい

ます。延べ２日間の日程で、１日目が朝１０時から夕方の５時ま

で、２日目が朝９時から午後３時半くらいまでの講習、講義が開

かれているということでございます。 
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この講習会は無料ですか。 
 
二日間で一万円です。 

 
 
ありがとうございました。 
トータルで約４００分の時間がかかりますね。タクシーでも免

許センターで適齢知能検査というのがあるんです。道路交通法も

大事ですし、今の項目も大事ですけど、適正診断も大事なとこだ

なというふうに感じました。 
そして、いろいろな項目があり、大変だなという感じがします

けれども、これを今後簡略化できるのか、また、これだけの項目

を地元でやれるかというと、今の状態だと難しいですね。ただ、

タクシー業界では、３年に１回適正診断が義務付けられていま

す。新潟に行って、視力とか動体視力とかを診断します。座学も

大事ですけど、こういった実務的なことの方が大事なことだなと

いうふうに感じました。 
 
ありがとうございました。 
 
それでは、今のご質問に関連したものと、先ほどの副委員長の

方からの投げかけに対して、お答えさせていただきたいと思いま

す。 
交通関係の委員が指摘されたようなことについては、地域の運

営協議会の中で議論し、ご理解をいただければ、実施することが

できますし、全国的に行われております。たしか、平成２１年度

からローカルルールの下できちんと決めなさいという規定が国

交省で設けられたと思います。 
それから、プロのドライバーの皆様方といかにして、コラボし

ていくのかというのが、これからは大事な問題になってきます。 
いつもここで申し上げているように、長岡方式という勝手な名

前で、全国的には透析患者に特化したデマンドとして進ませてい

ただきました。副委員長もおっしゃるように、高齢者を対象にし

た、それから免許返上者に対する広い範囲での取り組みの中で、

業界の皆さんとタイアップする取り組みがかなり進んできてお
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委員長 
 
 
 
 
 

ります。 
これはご承知のように国交省も支援させていただいている内

容でございます。ただ、昨年、一昨年から大きな問題になってい

るのは、介護保険の中に移動支援がないということですね。これ

をしっかりと取り組んでいただきたいということで、我々の団体

としましては、国交省との話の中、それから介護保険の団体の話

の中で、介護保険内に移動支援をどうしても取り組んでいただき

たい。 
これが可能になってくると、先ほどからお話いただいているよ

うにあらゆる分野で皆様方とコラボレーションができてくると

いうふうに感じております。先ほど１つのＮＰＯ法人の代表の方

から話がありましたように、なかなかボランティアという名の下

で、ずっとご無理されておりますけれども、タクシー料金の半額

ということは、今の規定の中ではどうしても改善できません。 
この先、私どもとしましては、やっぱり色んな選択肢がほしい

んです。これしかないということではなく、地域によって、特に

１つのＮＰＯ法人のところではもう越路地域にとって、なくては

ならないものになっています。そして、私が越路地域の方でお願

いしているのは、これだけに限らずに高齢者のいわゆるコミュニ

ティーセンター的なものになります 
また、いろんな活用分野の中でピンポイントだったりしますけ

れども、交通関係の委員の代表からやっていただいているような

業者の皆さんと利用者の団体の皆さんがしっかりコラボしての

支援が、今ベストとは言いませんけど、ベターな方法だというこ

とで、全国的には大きく取り上げさせていただいているところで

ございます。 
 
はい。関連のこともご報告いただき、お話いただいたわけです

が、他にありますでしょうか。 
 
運転者講習会が新潟と上越では開催されていると、それに対し

て中越なり長岡市では開催されていないということなんで、その

講習会を開催するのか、さっき課長がおっしゃったように、例え

ば新潟市の講習会を受けに行くための交通費を補助するのかと

いうことは、検討していただきたいと思いますので、お願いいた

します。 
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それから、この運行状況報告書の中に、運転手の報告が入って

ないんですけど、次回から入れていただいた方がいいんじゃない

かなというふうに思います。 
 
はい。わかりました。 
 
 
先ほど紹介されました二日間の講習というのは、講師の問題含

めて大変なことになりますね。交通関係の委員さんが言った適正

診断は出張までやるんですね。そういう意味では、コンパクトに

して一日で終わるようなものに出来ないんですか。 
 
難しいと思います。 

 
ただ、それにとらわれていると、なかなか出来ないことがあり

ますよ。本当に有効なものを一日でもやってみると考えた方がい

いと思います。どう思いますか、課長さん。 
 
たしかにおっしゃるとおりの部分があるかと思うんですけれ

ど、福祉有償運送の運転をされる方の資格ということになってき

ますので、今はこういう形のことが求められているというところ

でございます。 
 
今の副委員長のお話をふまえて、事務局にお願いですが、県内

だけではなく、全国を調べてみてください。九州が進んでいるん

ですが、資格がある方が出張されてこられて、地域でおやりにな

っているんですよ。規定は、国交省が厳しくて変えられないんで

すが、資格をお持ちになった講師、先生が出張されてやってもら

っているところはございます。やはり長岡で受けられるというの

が一番いいと思いますので、調べてみてください。 
 
ちょっと付け加えですが、我々業界は、運転者適正診断だけで

はないんですね。命を預かるドライバーですので、まず１０日間

の教育期間が義務付けられています。１０日間の教育を受けてそ

れで足りなければ添乗とかやりながら相当な教育時間とお金を

かけて教育します。さらに、先ほども申したように、初任適正、
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オブザーバー： 
和島ライフ・ケア協会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者になれば高齢者の適正診断、そして一般のドライバーにつ

いては３年に１回運転者講習、その適正診断ということが、義務

付けられています。ドライバーの条件として、非常に難しい部分

がございますけど、我々は非常に縛りのある中でやっているとい

うことだけは、ご理解いただきたいと思います。 
 
はい、よろしいでしょうか。それでは次に進みたいと思います。 
４番目の新規登録の申請ということです。長岡の福祉有償運送

ガイドラインに基づきまして、申請がございましたのでご説明を

いただきたいと思います。 
では、NPO 法人の和島ライフ・ケア協会さんよろしくお願い

します。資料４になります。 
 
和島ライフ・ケア協会の早川です。長岡では４団体目になりま

す。 
資料№４の１ページ目です。福祉有償運送は、法人格でないと

できないということがありまして、まず法人格をとりました。こ

れが大変なことでして、かなり時間を費やしましたが、ようやく

去年１０月に NPO 法人の認証を受けました。ただ、福祉有償運送

だけでは、なかなか収支が合いません。他の事業で補填するのが

基本的な考え方だと私は思っていますので、それを補填する事業

はどこにあるんだということも考えました。これもまだやってい

ませんが、祖父ちゃん祖母ちゃんの集いの場を提供してその場所

代をいただいて、喫茶店みたいなことをやりながらそちらで、補

填をしたいなというふうに考えていますが、思い通りにいくかど

うかはわかりません。でも、そういうことでこのライフ・ケア協

会を作っております。 

住所は島崎です。私が代表理事になっていまして、運送区域は

長岡です。事務所の名称は、「移動かーご良寛」という名前です。

５番目に移動車の数と種類ということで、軽自動車が１台で一応

スタートさせていただきます。６番目は、イロハニの全部を該当

者としてやらせていただこうということです。 
それから運行管理体制等を記載した書類ということで、整備管

理の責任者が私以外に１人おりまして、あとは全て私がやるとい

うことでスタートさせていただきたいと思っております。 
それから車両登録簿統括表ですが、ニッサンモコの軽自動車で
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委員長 
 
 
 
副委員長 
 
 
 

セダン、４人乗りです。次に、統括表個票のところは書いてある

とおりです。車両所有者は、私です。それから損害賠償保険は、

対人が無制限、対物が 1,000 万、特約人身障害 8,000 万です。 
 
（利用会員名簿、利用会員登録申請書について資料のとおり説

明 記載省略） 
 
それから運転者名簿ですが、自動車の種別は一種で、年齢は６

８歳ですけど、運転歴は１９年以上です。講習会の名称は、福祉

有償運送運転者代替講習です。実施者が先ほども問題になってい

ましたけど、全国移動サービスネットワークということで、実施

者が移動するというところで受けています。１９年８月１２日に

修了しまして、その他の資格として介護福祉士があります。 
それから対価ですが、和島の最寄の駅は小島谷です。小島谷か

ら少なくとも長岡駅まで、何便かバスが出ていまして、この金額

が 700 円から 800 円です。それでいこうかなと思ったんですが、

よくよく考えてみますと、社協さんが実費負担の無償運送をして

いまして、これが１ｋｍ20 円なんですね。例えば長岡まで 20ｋ
ｍと想定しますと、社協の場合は往復 40ｋｍ×20 円で 800 円に

なるので、それよりも低くすることは出来ないかなという考え

で、1.5 倍の 1,200 円というふうに決めています。運転手さんに

は 1,000円位をお渡しして 200円を会社の運営費としてやってい

こうと思っています。あとはスライドして設定させてもらってい

ます。 
それから定款です。理事が私を含めて４名、監事が１名という

ことでスタートしています。すべて和島の同級生です。また、入

会金、年会費として、500 円をいただいております。 
 
はい、ありがとうございました。 
では、和島ライフ・ケア協会さんの申請の説明につきましてご

質問、ご意見を伺いたいと思います。 
 
利用会員の３名を月１回程度病院へ送迎されるということで

すが、これでビジネスになるのですか。これでどう経営していく

んでしょうか。 
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他の事業を展開してそれを補填していく予定です。 
 
 
他の事業は関係ないですよね。 

 
このシステムのそのものが、難しいんですよね。介護保険法に

基づく施設をやっておられれば、１回当り 2,000 円程度入ってき

ますが、我々は単独ですから入ってこない。ただし、誰かがやら

なきゃならないということです。 
 
補足で説明しますと、この人の成り立ちがあるんですよ。この

人は、岡山で有償運送をやっておられて、それで帰って来られて、

有償運送をやりたいということで市役所に行ったら、私のところ

に聞きに行ってくださいということがスタートなんです。まだ地

元に馴染んでないから３名ですが、運賃も相当安く設定されてい

て、採算が合う合わないではなくて、この人はもう年齢的にも定

年退職終わって地元に帰ってきて送迎をしてあげたい、岡山でや

っていたようなのをやってあげたいという崇高なお考えがあっ

て、お金のことは今のところは考えておられない方です。 
 
先ほども言っていましたけど、透析患者の問題にしても議論の

余地はあるんですが、活発な意見交換がされていないのが実情な

んですよ。実態があまり明らかにされていませんし、その中で叫

んだところでどうにもなりません。和島にはこういう機運はあり

ません。だから、このシステムがあること自体をご存じない方が

かなりいらっしゃる。その中で私が、今ポツンと、ちょっと火を

点けるために、やっているんですけど、それが燃えてくるのか消

えるのか、そのへんは行政の方からも入っていただいてそれでや

っていかなければならないと思います。長岡市の福祉有償運送と

いうのがどうなるのか、これはやっぱりみんなで考えていかない

といけないと思っています。私は、岡山でやっていたんで、透析

患者さんも送り迎えしていたんで、様子は知っているつもりで

す。それで、看板を車の横に貼ってですね、こういうシステムが

あるよということのＰＲをかねて動きたいなというふうに思っ

ています。 
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この協議会としては、まず車の運転の安全ということを第一に

運営していただくということがチェックするところだろうと思

います。事業を始められた以上は、続けていただきたいというこ

ともあるだろうと思うんですけども、これがビジネスとして成立

するかしないかというのは、本来の主要な目的ではないと、私は

思います。 
何かご質問はございますでしょうか。 
 
運転者の高齢化の問題が出てきているわけです。実はタクシー

業界も大変高齢化が問題になっていまして、個人タクシーは７５

歳が定年なんですね。それから、法人タクシーは定年がないわけ

ですが、制約をつけています。事故が起きた時に７０歳だったと

か７５歳だったというわけにいきませんので、年齢というのは非

常に重要な要件なんです。運転者の名簿を見ますと、ドライバー

が１人で、しかも６８歳ですよね。そうすると我々は、話は違う

んですが、６月３日から運転者免許返納割引というのを始めま

す。６５歳以上の方で免許の返納をした場合には、メリットがあ

りますよということで始めるわけです。６５歳以上は事故が非常

に多いわけです。高齢者の免許返納者が増えているという状況で

すので、少なくとも福祉有償運送を、あんまり高齢者の運転者と

いうのは、問題があると思うんですね。まあ今は６８歳なので問

題ないです。そういう意味では、若い運転手を採用していく方向

に我々は考えていただいた方がいいと思いますね。お客さんもお

年寄りで、それを見るのもお年寄りで老老コンビでは、そのうち

事故の可能性も出てきますよね。 
 
私は７月に６９歳になりまして、来年の７月には７０歳になる

わけですよ。とりあえず私は今６８歳ですから、同意していただ

ければそれはそれでいいのですが、個人的にはかなり問題がある

と思います。 
 
はい。運転者の方の年齢ということが出ましたが、長岡市の協

議会において、当初だと思いますけど、ガイドラインの作成をす

る時に議論がありまして、簡単に申し上げますと、その時の委員

の方々の意見として、７０歳まで運転者として活躍していただい

ていいんじゃないか、逆に言うと７０歳までというふうな申し合
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わせになっています。これはガイドラインにきちっと書いてある

んでしょうか。 
 
はい。私どもが定めていますガイドラインの運転者の要件で、

７０歳以下の健康な者であることとさせていただいております。 
 
はい、ということでございます。 
 
先ほどご説明しました社協さんがやられている無償運送があ

りまして、年齢要件は７５歳以下なんですよ。社協もお客さんを

送迎しているわけですから、そういうものとの整合性とかもある

と思うんですよ。僕は社協の運転手としても登録しているので、

整合性をとっていただきたいということです。 
同じ長岡市の輸送サービスで年齢要件に差があるのはまずい

んじゃないかと思っているところです。 
 
それは、長岡市の方へ問題としてお預けすることだと思いま

す。当初、社協の運送サービスについてどうするのかということ

は、福祉有償運送が導入された時に検討されたんです。社協のサ

ービスもこの福祉有償運送に入っていただこうという議論もあ

ったんですけども、結局そうはならないで社協の方は無償のもの

が残ったんです。だから今、福祉有償運送の有償のものと、社協

の無償のものとが長岡市には存在しています。７０歳、７５歳と

いう年齢制限も違うようであれば、市でまたご検討願いたいとい

うことだと思います。 
 
委員長のご指摘のとおりです。これは私どももご承知のように

社協の輸送サービスは、無償だと思っております。和島さんの場

合は法人格ですから、これはやっぱり規定通りということでござ

います。 
あと、私も二年前にこのデマンドの話で岡山に行ってお話させ

ていただいた時に、岡山の方は、非常に法人についての勉強をさ

れていました。ですから、今委員長ご指摘のような心配はないん

だろうと思います。ただ、個人の問題のお考えはあるかと思うん

ですけども、法人として非常に岡山県は進んでいる県でした。 
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委員長 
 
委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オブザーバー： 
和島ライフ・ケア協会 
 
委員 
 
 
 
 
 
オブザーバー： 
和島ライフ・ケア協会 
 
委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他に意見はございますでしょうか。 
 
運行管理の体制のところで、今回は責任者が代表理事さんで、

運転者も代表理事さんがやられるということでの申請なんです

けど、これが駄目というわけではないんですが、今後先ほどのお

話ではないですけども７０歳という年齢要件を考えてこられる

と他の運転者の方が必要になってくる部分もあるかと思うんで

すね。そうすると、やはりそれぞれの専門の方を置いていただい

て運行管理の体制を整えていただくことが望ましいのかなとい

うふうに思われます。運行管理の責任者の代行者の方もいらっし

ゃらないので、今後安全管理の体制を整えていただければと思い

ますのでよろしくお願いします。 
 
はい、わかりました。 
 
 
あと、有償運送の対価のところで、１ｋｍで 200 円、２km で

も 200 円ということは、結局２km まで 200 円、４ｋｍまでは 300
円ということになので、お客様にご説明されるかと思うんで、わ

かりやすく変えた方がいいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 
 
はい。わかりました。 
 
 
２ｋｍまで 200 円、あとは２ｋｍ毎にプラス 100 円、で、30

ｋｍを超すと１ｋｍ毎にプラス 100 円になるということです。役

員の皆さん方もそう理解してください。 
 
他に、ご意見はございますでしょうか。 
 
これは申請ですので、本日の協議会をもって協議が整ったとい

うことを皆さんに承認していただいて、新潟運輸局の方に申請し

ていただくということになりますので、協議が整ったということ

を皆さん方と一緒に確認したいと思いますが、他に意見あります

でしょうか。 
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委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
オブザーバー： 
和島ライフ・ケア協会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局：福祉総務課 
    課長 
 
 
委員長 
 
 
 
委員一同 
 
委員長 
 
 
 

 
先ほど補足があって、金銭はあまりこだわらないということで

よくわかったんですけれども、やはり他のＮＰＯさんの料金の大

体半分くらいですよね。他のＮＰＯさんが現状でも大赤字が出て

いるということを考えると、非常にお気持ちはわかるんですけど

も、燃料もかなり上がっていますんで、料金の値上げというのは、

次の協議会で改定というのは出来るんですか。簡単に出来るんで

あればいいんですけれども、この料金でやり続けるというのは、

やっぱり不安な感じがします。 
 
この福祉有償運送の福祉というのは、個人的には外出だと思っ

ているんですよ、福祉イコール外出。外出させないことには、色々

と問題が発生しているというデータがありますので、外出をさせ

ることが目的で、移動は手段であるということで、うまくやれな

いかなというようなことを頭の中で考えてはいるんですけど、な

かなか難しいとは思います。何かもうちょっといい解釈ができな

いかなというふうなことも個人的には考えていまして、先ほど言

いましたように他の事業で補填するというのも、これは皆さんも

やっていますので、それが一番簡単なのかなということで考えて

おります。どうしてもだめだとなったら辞めるか料金を上げるか

を考えたいなというふうには思っています。 
 
料金の改定のお話ですけども、値上げについては、こちらの運

輸協議会の方にお諮りをさせていただいて、ご審議いただくとい

う形になっております。 
 
意見はございましたが、先ほども言ったように協議が整ったと

いうことで、新潟運輸局に上げていただくといくことに問題はな

いというふうに考えますが、これでよろしいでしょうか。 
 
はい。異議なし。 
 
それでは、当運営協議会として、協議が整ったものとします。 
それでは議題の最後のその他ということになりますけど、事務

局の方、何かございますでしょうか。 
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事務局：福祉総務課 
    課長補佐 
 
委員長 
 
 
委員一同 
 
委員長 
 
 
 
事務局：福祉総務課 
    課長補佐 
 

事務局の方はございません。 
 
 
はい。じゃあ、委員の皆さんの方でこの機会にご発言ございま

すでしょうか。 
 
なし。 
 
それでは、これをもちまして本日の第１回の協議会、これで終

了とさせていただきますので、事務局の方にお返ししたいと思い

ます。よろしくお願いします。 
 
ありがとうございました。 
本日の資料、資料№２から４につきましては、一部個人情報が

含まれておりますので、回収させていただきます。表面にお名前

のシールが貼ってある封筒に入れて、お席に置いてお帰りくださ

るようお願いいたします。表面にシールが貼っていない封筒は、

資料のお持ち帰り用にご利用ください。 
本日はこれで閉会とさせていただきます。 
皆様、お忙しいところ大変ありがとうございました。 

７ 会議資料 別添のとおり 

 


